
自動販売機設置事業者募集要項 

 

埼玉県では、県有施設に飲料水等自動販売機（以下「自動販売機」という。）を設置

する事業者を募集し、総合的評価方式によって設置予定事業者を決定し、当該事業者と

県有財産賃貸借契約を締結します。 

自動販売機設置事業者の募集に参加を希望される方は、本募集要項及び仕様書をよく

御確認いただき、内容を御承知の上御参加ください。 

 

１ 目的 

県有財産の有効活用を図り、県の自主財源の確保及び設置事業者選定手続の公平性

や透明性を高める。 

 

２ 応募資格要件 

「令和７・８年度埼玉県飲料水等自動販売機設置事業者登録名簿」又は「令和８・

９年度埼玉県飲料水等自動販売機設置事業者登録名簿」に応募者が登載されているこ

と。 

 

（参考）名簿登載の公募参加資格要件 

  次の要件をすべて満たす法人又は個人に限り参加することができる。 

 (1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第 32

条第１項各号に掲げるものでないこと。 

 (2) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成 11 年法律第 147 号）    

に基づく処分の対象となっている団体及びその構成員でないこと。 

 (3)  法人にあっては埼玉県内に本店、支店又は営業所を有し、個人にあっては埼玉

県内で事業を営んでいること。 

 (4) 自動販売機の設置業務において、管理・運営する３年以上の実績を有しているこ

と。 

 (5)  国、地方公共団体又はその他法人との種類及び規模をほぼ同じくする契約等を、

令和５年度以降２回（２か所）以上全て誠実に履行していること。 

 (6) 県税を滞納していないこと。 

 (7) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者で

あること及び埼玉県財務規則（昭和39年埼玉県規則第18号）第91条の規定により埼

玉県の一般競争入札に参加させないこととされた者でないこと。  

 (8) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続開始の申立てをしてい

ない者であること及び民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続開

始の申立てをしていない者であること。 

 

３ 募集事項等 

 (1) 自動販売機を設置するための県有財産の賃貸借 

 (2) 貸付場所、期間、条件、自動販売機の設置場所の年間売上本数（参考情報）等 

   別表「自動販売機貸付場所等一覧表」による。 

 (3) 募集する事業者は、(2)の物件番号ごとに選定する。 



４ 応募手続 

 (1) 設置事業者登録名簿への登載（参加資格審査） 

この募集に参加を希望する者は、県管財課が作成している「令和７・８年度埼玉

県飲料水等自動販売機設置事業者登録名簿」又は「令和８・９年度埼玉県飲料水等

自動販売機設置事業者登録名簿」に登載されている必要があること。 

 (2)  参加申込み 

参加を希望する者は、参加申込書等（ウに掲げる書類）を提出しなければならな

い。 

なお、提出された書類は返却しない。 

  ア 提出期間 

令和７年 12 月 25 日（木）から令和８年１月 21 日（水）までの日の午前９時

から午後５時までの間（ただし、土曜日、日曜日、祝日、年末年始（12 月 29 日

～１月３日）及び正午から午後１時までの間を除く。） 

  イ 提出場所 

〒330-8533 さいたま市浦和区高砂三丁目１５番１号 

埼玉県警察本部財務局施設課管財係 

担当 山村 

電話：０４８－８３２－０１１０（内線２２８３） 

メール：p50a05o@pref.saitama.lg.jp 

 

  ウ 提出書類 

 提出書類 提出部数 

① 参加申込書（様式第１号） １部 

② 賃貸借料提案書（様式第２号） 物件番号ごとに１部 

③ 自動販売機設置に係る提案書（様式第３号） 物件番号ごとに１部 

④ 設置する自動販売機のカタログ 同一機種ごとに１部 

⑤ 自動販売機設置事業者登録書（写） １部 

   注１ 賃貸借料提案書（様式第２号）は、封筒に入れた後、封筒の継目部分に割 

印（担当者印で可）又は署名し、提出のこと。 

    注２ 設置する自動販売機が特定できるようカタログに明記しておくこと。  

 (3) 提出方法 

提出期間内に、持参又は郵送（最終日の消印有効とする。）により提出すること。 

郵送の場合、封筒に「自動販売機参加申込書」と朱書きし、必ず書留郵便又はこ

れに準ずるもので提出すること（宅配便、電話、ファックス、インターネットによ

る受付は行なわない。）。 

なお、郵送に係る事故により、参加申し込みが出来なかった場合でも、県は責任

を負わない。 

 (4) 賃貸借料提案書（様式第２号）に記載する金額 

記載する金額は、年額とする。 

設置予定事業者決定に当たっては、物件番号１～６及び 12～28 については、賃

貸借料提案書（様式第２号）に記載された金額に当該金額の 100 分の 10に相当す



る額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって賃貸借金額とするので、応募者は、消費税及び地

方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約

金額の 110 分の 100 に相当する金額を記載すること。 

ただし、物件番号７～11 については、屋外設置のため非課税となるため、賃貸

借料提案書（様式第２号）に記載された金額をもって賃貸借金額とするので、応募

者は、見積もった契約金額（非課税）を記載すること。 

 

５ 提出書類に関する説明 

選定事務の担当者から当該書類に関し説明を求められた場合は、参加者の負担にお

いて説明をしなければならない。 

 

６ 設置予定事業者の決定方法等 

 (1) 設置予定事業者の決定方法 

次に掲げる各要件のいずれにも該当する応募者のうち、内容点及び価格点の合計

点数（以下、「総得点」という。）の最も高い者を設置予定事業者とする。 

ア 物件番号１～６及び 12～28 については、賃貸借料提案書（様式第２号）に記

載された金額が、埼玉県財務規則（昭和 39 年規則第 18 号）第 103 条の規定に基

づいて定められた予定価格に110分の100を乗じて得た額以上の価格であること。 

  物件番号７～11 については、賃貸借料提案書（様式第２号）に記載された金

額が、埼玉県財務規則（昭和 39 年規則第 18 号）第 103 条の規定に基づいて定め

られた予定価格以上の価格であること。 

イ 自動販売機設置に係る提案書（様式第３号）（以下「提案書」という。）の各提

案内容が、すべて記載されていること。 

  なお、該当なしの場合はその旨を記載のこと。 

 (2) 具体的選定方法 

応募者は、別表「自動販売機貸付場所等一覧表」の「物件番号」ごとに応募する

ことができる。設置予定事業者は、「総得点」の最も高い者とする。ただし、各グ

ループ内（Ａ～Ｒ）の物件番号ごとに異なる設置予定事業者となるよう選定する。 

なお、応募者数の状況から、この選定方法を採用すると設置予定事業者を選定で

きない物件については、この選定方法を採用しないものとする。 

○ 設置予定事業者選定方法 

  各グループ別に物件番号の若い番号順に設置予定事業者を決定する。 

 例：Ａグループ選定後、Ｂグループの選定をする場合  

・ まず、Ａグループの物件番号１について最も総得点の高い者を設置予定事 

業者として決定する。 

・ 次に、Ａグループの物件番号２は、物件番号１で決定した設置予定者を除き、

最も総得点の高い者を設置予定事業者とする。 

・ 次に、Ｂグループの物件番号３は、Ａグループで決定した設置予定事業を含

めて最も総得点の高い者を設置予定事業者とする。 



(3) 総得点の算定方法 

    総得点 ＝ 内容点 ＋ 価格点 

 

   評価項目及び評価点 

内 

容 

点 

 評価項目 評価の視点 配点 

１ 社会貢献度 

県事業への人的支援、寄附（物品の提供

や県設置基金への寄附を含む。）、協定に

基づく協力体制など 

２０点 

２ 
自動販売機 

機能 

環境配慮・リサイクル啓発の提案、リサ

イクル率を高めるための提案など 

電子マネー対応、災害時に飲料提供が可

能な防災対策機能などの附加機能 

１０点 

３ 商品内容 

県産品の取扱い、環境配慮を考慮した商

品構成提案（リサイクル 100%ペットボト

ル、ペットボトル飲料の構成比率など） 

１０点 

小計点 ４０点 

価
格
点 

提案価格 提案賃貸借料に基づき算定 ６０点 

総得点 １００点 

  ※ 内容点及び価格点の算出に当たっては、小数点以下１位までを有効とし、小数

点以下２位で四捨五入する。 

  ※ 総得点の最も高い者が２者以上あるときは、内容点の高い者を設置予定事業者

とする。 

    また、総得点の最も高い２者以上の者の内容点が同点の場合は、内容点が同点

の者のくじ引きで設置予定事業者を決定する。 

 (4) 審査の方法 

   本件に係る落札者を決定するに当たり、提案書等を公正に審査し、設置予定事業

者の優先順位を審議するため、「飲料水等自動販売機設置事業者選定委員会」を設

置する。 

 (5) 設置予定事業者の決定時期 

   選定は、令和８年２月上旬に行う予定である。 

 (6) 選定結果の通知 

令和８年２月４日（水）以降、選定された者に対しては選定された旨を、選定さ

れなかった者に対しては選定されなかった旨を、それぞれ書面により通知する。 

 (7) 設置予定事業者決定の例外 



   設置予定事業者の決定時期において応募資格を満たしていない者は、設置予定 

事業者としない。 

   また、総得点の最も高い者を設置予定事業者とすることが、公正な取引の秩序を

乱すおそれがあり、著しく不適当と認められる場合は、その者から、事情を聴取の

上、合理的な理由がないと認められるときは、その者を設置予定事業者とせず、次

点の者を設置予定事業者とする。 

 (8) 設置予定事業者等の公表について 

設置予定事業者を決定したときは、次の事項について県警ホームページに掲載す

るものとする。 

   ・公募自動販売機数 

   ・公募参加者数 

   ・設置事業者決定日 

   ・各設置事業者名 

   ・各設置事業者の総合評価得点（総得点） 

 

７ 無効な応募等 

 (1) 次のいずれかに該当する応募は無効とする。 

  ア 不正行為による応募 

  イ 賃貸借料提案書の金額、氏名又は重要な文字が誤脱し、又は不明確なとき 

  ウ 賃貸借料提案書の記名、封筒への割印又は署名を欠くもの及び金額を訂正した  

   もの 

  エ 参加申込書（添付書類を含む。）に虚偽の記載を行ったもの 

  オ その他募集に関する規定等に違反した応募 

 (2) その他 

  ア 提出した提出書類は、提出期限を過ぎた後は、書き換え、引き換え又は撤回を

することはできない。ただし、県から補正を求められた場合は、この限りでない。 

    イ  設置予定事業者を公正に選定できないなど、特別な事情があると認めるときは、  

       選定時期を延期し、又は取り止めることがある。 

 

８ 契約 

 (1) 別添契約書のとおりとする。 

 (2) 設置予定事業者は令和８年２月 12日（木）までに、契約書に記名押印の上、県

（設置場所担当者）に提出し、県と県有財産賃貸借契約を締結する。 

   なお、貸付が土地の場合は、契約金額によっては印紙を貼付することになるが、

印紙代は設置予定事業者の負担とする。 

 (3) 埼玉県財務規則（昭和 39 年規則第 18 号）第 81 条の規定に基づいて契約保証金

を徴収する場合がある。 

 

９ 設置予定事業者の決定取消し等 

 (1) 次のいずれかに該当する場合は、設置予定事業者としての決定を取り消すものと

する。 

  ア 上記の８(2)に示す期日までに、契約書が提出されなかったとき 



  イ 応募の提案内容に虚偽の報告があったとき 

  ウ 設置予定事業者が応募者の資格を失ったとき 

  エ 著しく社会的信用を損なう行為等により、設置事業者として相応しくないと本

県が判断したとき 

 (2) 上記(1)により、設置予定事業者の決定を取り消したとき及び設置予定事業者が

契約を締結しないときは、設置予定事業者選定委員会の審査において次点の者と随

意契約交渉を行う（予定価格以上の者）。 

 

10 質問方法 

  自動販売機設置事業者募集要項等に対する質問方法等は、次による。 

 (1) 質問の方法 

質問は、令和７年 12 月 15 日（月）から令和７年 12 月 19 日（金）午後５時ま

でに、質問書（様式第４号）の様式を使用し、原則として電子メールにより、下記

質問受付先に提出する。 

（注意）質問は必要最小限とすること。 

受付期間以外の質問及び指定する様式や方法によらない質問は、一切受け付けな

い。ただし、入札手続など事務手続に関する質問はこの限りではない。 

質問受付先 埼玉県警察本部総務部財務局施設課管財係 

      E-mail ： p50a05o@pref.saitama.lg.jp 
(2) 質問への回答 

原則として、質問者に対し電子メールで個別に回答する。 

また、各設置事業者に共通する質問事項及び回答は、取りまとめて令和７年 12

月 24 日（水）までに県警ホームページに掲載する。 

 

11 設置場所の現地確認 

 設置場所の現地確認を希望する場合は、次に示す連絡先へ現地確認希望日の２日目

前（ただし、土曜及び日曜を除く）までに連絡をすること。 

 なお、希望した日時に対応できない場合もあることから、あらかじめ複数の希望日

時を連絡すること。 

  現地確認の実施期間は、令和７年 12 月１ 日（月）から令和７年 12月 12 日（金）

までの日の午前９時から午後５時までの間（ただし、土曜日、日曜日及び正午から午

後１時までの間を除く。）とする。 

  施設名称 所在地 連絡先 

1 機動センター さいたま市西区大字二ツ宮８８３ 
担当：装備課 機動装備係 

０４８－８３２－０１１０(内線 704-311） 

2 北部機動センター 深谷市本住町１２－１ 
担当：交通機動隊 庶務係 

０４８－６２４－１９０２(内線 706-332) 

3 警察本部分庁舎（浦和） さいたま市浦和区高砂４－10－15 
担当：施設課 管財係 

０４８－８３２－０１１０(内線 2283） 

4 免許センター 鴻巣市鴻巣４０５－４ 
担当：運転免許課 庶務係 

０４８－８３２－０１１０(内線 702-215） 

 



12 その他 

 (1) 本書に定めがない事項は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）、地方自治法施

行令（昭和 22 年政令第 16 号）、及び埼玉県財務規則（昭和 39 年埼玉県規則第 18

号）の定めるところによる。 

 (2) 本書を入手した者は、当該募集手続以外の目的で本書を使用してはならない。 

 (3) 申請書に虚偽の記載をした場合は、指名停止措置並びに現に受けている行政財産

使用許可の取消及び県有財産賃貸借契約等の解除を行うことがある。 

（4) 自動販売機設置に係る契約書等の文書は、埼玉県情報公開条例（平成 12 年 12 月

26 日条例第 77号）に基づく情報公開請求等により第三者へ公開する場合がある。 

 

 

13 問い合わせ先 

  さいたま市浦和区高砂三丁目１５番１号 

  埼玉県警察本部総務部財務局施設課管財係 担当 山村 

  ＴＥＬ ：０４８－８３２－０１１０ （内線２２８３） 

  メール ：ｐ５０ａ０５ｏ＠ｐｒｅｆ．ｓａｉｔａｍａ．ｌｇ．ｊｐ 

 

 


